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寒 川 町 災 害 見 舞 金 支 給 条 例 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

(目 的 ) (目 的 ) 

第 1条  こ の 条 例 は 、町 民 の 交 通 災 害 、火

災 等 (以 下「 災 害 」と い う 。)に よ る 死 亡

又 は 傷 害 に 関 し て 、災 害 見 舞 金 制 度 を 設

け 、被 害 者 並 び に 被 災 者 (以 下「 被 害 者 」

と い う 。 )に 災 害 見 舞 金 (以 下 「 見 舞 金 」

と い う 。 )を 支 給 し 、 も つ て 町 民 の 生 活

安 定 と 福 祉 の 増 進 に 寄 与 す る こ と を 目

的 と す る 。  

第 1条  こ の 条 例 は 、町 民 の 災 害     

            に よ る 死 亡

又 は 傷 害 に 関 し て 、災 害 見 舞 金 制 度 を 設

け 、被 災 者              

    に 災 害 見 舞 金 (以 下 「 見 舞 金 」

と い う 。 )を 支 給 し 、 も つ て 町 民 の 生 活

安 定 と 福 祉 の 増 進 に 寄 与 す る こ と を 目

的 と す る 。  

(用 語 の 意 義 ) (用 語 の 意 義 ) 

第 2条  こ の 条 例 に お い て 「 災 害 」 と は 、

つ ぎ の 各 号 に 掲 げ る も の で 、日 本 国 内 に

お い て 発 生 し た も の         

                 

                 

                 

                 

 を い う 。  

第 2条  こ の 条 例 に お い て 「 災 害 」 と は 、

日 本 国 内 に お い て 発 生 し た 火 災 又 は 自

然 災 害 (暴 風 、豪 雨 、豪 雪 、洪 水 、高 潮 、

地 震 、津 波 、噴 火 そ の 他 の 異 常 な 自 然 現

象 に よ り 生 じ た 被 害 で あ っ て 、災 害 救 助

法 (昭 和 22年 法 律 第 118号 )の 適 用 を 受 け

な い も の を い う 。 )に よ り 生 じ た 人 身 事

故 を い う 。  

( 1 )  道 路 交 通 法 (昭 和 3 5年 法 律 第 1 0 5

号 )第 2条 第 1項 第 8号 に 規 定 す る 自 動

車 、原 動 機 付 自 転 車 、軽 車 両 、ト ロ リ

ー バ ス の 運 行 に よ つ て 生 じ た 人 身 事

故  

(削 る ) 

(2) 交 通 の 用 に 供 す る 電 車 、 汽 車 等 軌

道 上 を 運 行 す る 車 両 及 び 船 舶 、航 空 機

に よ り 生 じ た 人 身 事 故  

(削 る ) 

(3) 火 災 又 は 風 水 害 に よ り 生 じ た 人 身

事 故  

(削 る ) 

(4) そ の 他 災 害 の 状 況 に よ り 、 町 長 が

特 に 必 要 と 認 め た 人 身 事 故  

(削 る )  

(加 え る ) 2 こ の 条 例 に お い て 「 被 災 者 」 と は 、 次

の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 で あ っ

て 、災 害 に よ る 被 害 を 受 け た と き に 本 町

の 住 民 基 本 台 帳 に 記 録 さ れ 、か つ 、現 に

本 町 に 住 所 を 有 し て い た も の を い う 。  

 (1) 災 害 に よ り 死 亡 し た 者 (災 害 が 発

生 し た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 6月 を 経

過 す る 日 ま で に 当 該 災 害 に よ る 傷 害

に よ り 死 亡 し た 者 を 含 む 。 ) 

 (2) 災 害 に よ る 傷 害 を 治 療 す る た め 入
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院 (医 療 法 (昭 和 23年 法 律 第 205号 )第 1

条 の 2第 2項 に 規 定 す る 病 院 又 は 診 療

所 へ 災 害 の 治 療 の た め 収 容 す る こ と

を い う 。 以 下 同 じ 。 )を し た 者  

(対 象 ) (対 象 ) 

第 3条  見 舞 金 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に

該 当 す る 場 合 に お い て 、死 亡 又 は 傷 害 の

程 度 に 応 じ 、被 害 者 又 は そ の 遺 族 に 支 給

す る 。  

第 3条  見 舞 金 は 、 被 災 者        

                 

        又 は そ の 遺 族 に 支 給

す る 。  

(1) 災 害 に よ り 被 害 者 が 死 亡 し た と き

(災 害 発 生 後 6か 月 以 内 に 当 該 災 害 を

原 因 と す る 死 亡 を 含 む 。 )。  

(削 る ) 

(2) 災 害 に よ り 被 害 者 が 傷 害 を 受 け 、

治 療 の た め 入 院 し た と き 。  

(削 る ) 

2 前 項 の 被 害 者 は 、 災 害 を 受 け た と き 、

本 町 の 住 民 基 本 台 帳 に 記 録 さ れ て い る

者 で 、 現 に 本 町 に 住 所 を 有 す る 者 と す

る 。  

(削 る ) 

(遺 族 の 範 囲 ) (遺 族 の 範 囲 ) 

第 4条  見 舞 金 を 受 け る こ と の で き る 遺 族

は 、被 害 者 の 死 亡 当 時 に お い て 、次 の 各

号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 と す る 。  

第 4条  見 舞 金 を 受 け る こ と の で き る 遺 族

は 、被 災 者 の 死 亡 当 時 に お い て 、次 の 各

号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 と す る 。  

(1) (略 ) (1) (略 ) 

(2) 被 害 者 と 生 計 を 一 に し て い た 子 、

父 母 、 孫 、 祖 父 母 及 び 兄 弟 姉 妹  

(2) 被 災 者 と 生 計 を 一 に し て い た 子 、

父 母 、 孫 、 祖 父 母 及 び 兄 弟 姉 妹  

( 3 )  前 2号 に 掲 げ る 者 以 外 の 者 で 被 害

者 と 生 計 を 一 に し て い た 者  

( 3 )  前 2号 に 掲 げ る 者 以 外 の 者 で 被 災

者 と 生 計 を 一 に し て い た 者  

2 見 舞 金 を 受 け る べ き 遺 族 の 順 位 は 、 前

項 各 号 の 順 序 と し 、同 項 第 2号 、第 3号 に

掲 げ る 者 の う ち に あ つ て は 、そ れ ぞ れ 当

該 各 号 に 掲 げ る 順 序 と し 、父 母 に つ い て

は 義 父 母 を 先 に し 、 実 父 母 を 後 に す る 。 

2 見 舞 金 を 受 け る べ き 遺 族 の 順 位 は 、 前

項 各 号 の 順 序 と し 、 同 項 第 2号    に

掲 げ る 者 の う ち に あ つ て は 、そ れ ぞ れ 当

該 各 号 に 掲 げ る 順 序 と し 、父 母 に つ い て

は 義 父 母 を 先 に し 、 実 父 母 を 後 に す る 。 

3 被 害 者 の 遺 言 で 第 1項 に 定 め る 者 の う

ち 、特 に 指 定 し た 者 が あ る と き は 、そ の

者 に 支 給 す る 。  

3 被 災 者 の 遺 言 で 第 1項 に 定 め る 者 の う

ち 、特 に 指 定 し た 者 が あ る と き は 、そ の

者 に 支 給 す る 。  

4 (略 ) 4 (略 ) 

(支 給 制 限 ) (支 給 制 限 ) 

第 5条  見 舞 金 は 、 被 害 者 又 は      

                 

     遺 族 の 故 意 若 し く は 重 大 な

過 失 又 は 違 法 行 為 に よ り 発 生 し た 災 害

第 5条  見 舞 金 は 、 被 災 者 の 死 亡 又 は 傷 害

を 治 療 す る た め の 入 院 が 、当 該 被 災 者 若

し く は そ の 遺 族 の 故 意 若 し く は 重 大 な

過 失 又 は 違 法 行 為 に よ り 発 生 し た 災 害
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を 受 け た     と き は 、 支 給 し な い 。 に よ る も の で あ る と き は 、 支 給 し な い 。 

2 寒 川 町 消 防 賞 慰 金 条 例 (昭 和 43年 寒 川

町 条 例 第 14号 )又 は    寒 川 町 災 害 弔

慰 金 の 支 給 等 に 関 す る 条 例 (昭 和 49年 寒

川 町 条 例 第 23号 )第 3条 及 び   第 9条 の

規 定 の 適 用 を 受 け た と き は 、こ の 条 例 に

よ る 見 舞 金 は 支 給 し な い 。  

2 寒 川 町 消 防 賞 慰 金 条 例 (昭 和 43年 寒 川

町 条 例 第 14号 )第 3条 又 は 寒 川 町 災 害 弔

慰 金 の 支 給 等 に 関 す る 条 例 (昭 和 49年 寒

川 町 条 例 第 23号 )第 3条 若 し く は 第 9条 の

規 定 の 適 用 を 受 け た と き は 、こ の 条 例 に

よ る 見 舞 金 は 支 給 し な い 。  

3  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き

は 、全 額 又 は 一 部 を 減 額 す る こ と が で き

る 。  

(削 る ) 

(1) 広 範 囲 に お け る 自 然 災 害 で 、 多 数

の 死 傷 者 が 生 じ た と き 。  

 

(2) そ の 他 災 害 の 状 況 に よ り 、 町 長 が

必 要 と 認 め た と き 。  

 

(見 舞 金 の 種 類 及 び 額 ) (見 舞 金 の 種 類 及 び 額 ) 

第 6条  見 舞 金 の 種 類     及 び 額 は 、

災 害 の 区 分 に 応 じ 別 表 に 定 め る と こ ろ

に よ る 。  

第 6条  見 舞 金 の 種 類 、 対 象 者 及 び 額 は 、

       別 表 に 定 め る と お り と

す る  。  

(支 給 方 法 ) (支 給 方 法 ) 

第 7条  見 舞 金 は 、 被 害 者 又 は 遺 族 の 申 出

に よ り 支 給 す る 。  

第 7条  見 舞 金 は 、 被 災 者 又 は 遺 族 の 申 出

に よ り 支 給 す る 。  

2 見 舞 金 の 支 給 を 受 け よ う と す る 者 は 、

災 害 の 発 生 し た 日 か ら 1年 以 内 の 限 度 に

お い て 、申 出 で     請 求 し な け れ ば

な ら な い 。  

2 見 舞 金 の 支 給 を 受 け よ う と す る 者 は 、

災 害 の 発 生 し た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 1

年 を 経 過 す る 日 ま で に 請 求 し な け れ ば

な ら な い 。  

第 8条 ・ 第 9条  (略 ) 第 8条 ・ 第 9条  (略 ) 

別 表 (第 6条 関 係 ) 別 表 (第 6条 関 係 ) 

種

類  

区 分  金 額  

弔

慰

見

舞

金  

未 就 学 児  90,000円

6歳 (就 学 児 )か ら 19歳 ま

で  

180,000円

20歳 以 上  270,000円

傷

害

見

舞

金  

身 体 障 害 者 福 祉 法 施 行

規 則 (昭 和 25年 厚 生 省 令

第 15号 )別 表 第 5の 1級 又

は 2級 に 該 当 す る と 認 め

る と き  

75,000円

入 院 治 療 を 要 す る 傷 害

を 受 け た と き  

(1) 入 院 5日

ま で 5 , 0 0 0

種

類  

対 象 者  金 額  

弔

慰

見

舞

金  

第 2 条 第

2 項 第 1

号 に 該

当 す る

被 災 者  

(1) 未 就 学 児  90,000円

(2 )  6歳 (就 学

児 )か ら 19歳

ま で  

180,000円

(3) 20歳 以 上  270,000円

傷

害

見

舞

金  

第 2 条 第

2 項 第 2

号 に 該

当 す る

被 災 者  

( 1 )  入 院 治 療

を 要 す る 傷

害 を 受 け た

と き  

ア  入 院 5 日

ま で 5 , 0 0 0

円  

イ  6日 以 上

入 院 を し た

と き は 1日

に つ き 1,50
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円  

(2) 6日 以 上

入 院 し た と

き は 1 日 に

つ き 1 , 5 0 0

円 と す る 。

た だ し 、75,

0 0 0 円 を 限

度 と す る 。  

 

0円 と す る 。

た だ し 、75,

000円 を 限

度 と す る 。  

( 2 )  身 体 障 害

者 福 祉 法 (昭

和 2 4 年 法 律

第 28 3号 )第 1

5 条 第 1 項 の

規 定 に 基 づ

く 指 定 を 受

け た 医 師 が 、

被 災 者 の 障

害 に つ い て 、

災 害 に よ る

傷 害 に よ る

も の で あ っ

て 、身 体 障 害

者 福 祉 法 施

行 規 則 (昭 和

2 5 年 厚 生 省

令 第 15号 )別

表 第 5 の 1 級

又 は 2級 に 該

当 す る と 診

断 し た と き  

75,000円

 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

 附  則  

 (施 行 期 日 ) 

 1 こ の 条 例 は 、平 成 30年 4月 1日 (以 下「 施

行 日 」 と い う 。 )か ら 施 行 す る 。  

 (経 過 措 置 )    

 2 こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 寒 川 町 災 害 見

舞 金 支 給 条 例 の 規 定 は 、施 行 日 以 後 に 発

生 し た 災 害 に 係 る 災 害 見 舞 金 の 支 給 に

つ い て 適 用 し 、施 行 日 前 に 発 生 し た 災 害

に 係 る 災 害 見 舞 金 の 支 給 に つ い て は 、な

お 従 前 の 例 に よ る 。  

 


